
独立行政法人日本学生支援機構等の業務内容

日本学生支援機構文部科学省・国立大学

【新法人に移管する業務】
文部科学省 ※ 下記の学生支援業務を総合的かつ

○留学生への奨学金給付 合理的・効果的に実施
○学生関連調査・学生支援業務関連研修

等
国立大学 【日本人学生への奨学金貸与】

○奨学金の貸与・回収
※下記事業に係る共通的・基盤的業務
○学生（含：留学生）交流・相談 【留学生への奨学金給付】
○学生支援業務関連研修 等 ○私費外国人留学生等学生奨励費給付事業

○先導的留学生交流プログラム支援事業
○短期留学推進事業

日 本 育 英 会 【留学生交流事業】
○留学生宿舎の設置・運営

○奨学金の貸与・回収 等 ○日本留学試験
○日本語予備教育
○留学生宿舎設置者に対する助成金支給
○留学交流推進事業

留学生関係公益法人 【学生支援事業】
（行政委託型公益法人） ○学生支援業務関連研修

○情報等収集提供事業
（財）日本国際教育協会 ○調査研究

○留学生宿舎の設置・運営 等
○日本留学試験
○留学交流推進事業
◆日本語教育能力検定試験等
◆冠奨学金事業 等

（財）内外学生センター
○留学生宿舎の設置・運営 都 道 府 県
○留学交流推進事業
◆学生教育研究災害傷害保険等 ○高校生に対する奨学金の貸与・回収
◆冠奨学金事業 等 （平成１７年度入学者から）

（財）国際学友会
○日本語予備教育
○留学生宿舎の設置・運営 等

（財）関西国際学友会
○日本語予備教育
○留学生宿舎の設置・運営 等

（財）日本国際教育支援協会
（ 財）日本国際教育協会を改組）（

◆学生教育研究災害傷害保険等
◆日本語教育能力検定試験等
◆留学生宿舎等の管理運営（業務受託）
◆冠奨学金事業 等


